
令和８年度 日向市会計年度任用職員募集要項

【一般事務（フルタイム勤務）】

会計年度任用職員を追加募集します。

募集職種の採用予定人数、応募資格（必要な経験・資格等）、勤務時間や報酬等については、下

記をご覧ください。

≪１．募集期間≫

募集期間：令和８年５月２０日（水）午後４時３０分まで（郵送の場合は必着）

≪２．募集内容≫

要件：特になし

≪３．選考方法≫

下記の方法により選考します。

職種 職務の内容 勤務場所
採用

予定

一般事務

・児童生徒の就学及び転出入（学籍）に関すること

・就学援助申請の案内、審査、支給に関すること

・スクールバスの予約受付に関すること

・会計年度任用職員の勤怠管理に関すること

・この他、学校の一般事務に関すること（会計処理、

電話窓口応対、文書メール管理等を含む）

学校教育課

学事係
１人

選考方法 内 容

面 接

「受験申込書」を

提出された方に対

して面接試験を行

います。

人物、識見、職務適性、対人関係能力等を評価します。

【日 時】令和８年５月２３日（土）午前１０時００分

【参集場所】日向市役所４階

（北側玄関から市役所内に入りエレベーターで４階にお上がりください）

※受験申込書を提出した方は、上記日時に参集ください。

※応募者が多い場合には、面接の前に「受験申込書（エントリー

シート）」による書類選考を行う場合があります。

会計年度任用職員とは

会計年度任用職員とは、一会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）を超えない範囲で任

用される一般職の非常勤職員です。

一週間の勤務時間が正規職員と同じ３８時間４５分勤務の「フルタイム会計年度任用職員」と、

３８時間４５分より短い「パートタイム会計年度任用職員」とがあります。

これまでの知識や経験を活かして、会計年度任用職員として働いていただける方を募集します。



≪４．勤務条件等について≫

主な内容

任用期間 令和８年６月１日（月）以降、随時 ～ 令和９年３月３１日（水）

勤務形態

週３８時間４５分勤務

【勤務時間】８：３０～１７：１５ の７時間４５分勤務

【勤 務 日】原則として月曜日～金曜日 週５日間

給 与

報酬（月給）２００，３００円 ～ ２１３，１００円（前歴に応じて決定）

※年度の途中で給料・報酬等の増額改定又は減額改定がある場合があります。

期末勤勉手当…一定の要件を満たした場合には支給します。

通勤手当…通勤距離２km 以上の方に通勤距離に応じて支給します。

その他手当…条例等の定めにより支給します。

休日 原則として土・日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日から 1月 3日まで）

休暇

【有給休暇】年次有給休暇、忌引休暇、結婚休暇、産前・産後休暇など

【無給休暇】看護休暇、介護休暇、など

※勤務条件によっては付与されない休暇があります。

社会保険等
勤務条件により、宮崎県市町村職員共済組合（短期）・厚生年金・労働保険の

適用があります。

服務規程

常勤職員と同様の扱い

（ 服務の根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、

信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、

争議行為等の禁止、営利企業等への従事等の制限 ）

※他の仕事との兼業を可能とします。ただし、他の仕事の従事内容によっては許可でき
ない場合があります。

懲戒処分 対 象

条件付採用 最初の１ヶ月間（勤務日数が 15 日に満たない場合は 15 日に達するまで）

災害補償
労働者災害補償保険または非常勤公務災害補償等条例の適用となります。

※一定要件を満たした場合、地方公務員災害補償基金の適用となります。



≪５．応募資格≫

＊年齢制限はありません。

＊次のいずれかに該当する方は応募できません。

①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの人

②懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

③公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに規定する罪を

犯し刑に処せられた人

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

＊外国籍の方も応募できますが、就職が制限される在留資格の方は採用されません。

≪６．受験申し込み手続き方法≫

①受験申込書の入手方法…下記のいずれかの方法で入手します。

【入手方法①】 日向市ホームページからの印刷

申込書をＡ４サイズで両面印刷してください。

【入手方法②】 直接受け取り

日向市役所 職員課（本庁舎２階２番窓口）で配布します。

②受験申込書の提出方法

１.申込書（両面）に必要事項を記入する

２.写真を申込書の指定の欄に貼り付ける

＊身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、受験申込書と一緒に手帳の

写しを添付してください。

３．募集期間内に下記のいずれかの方法で提出してください

持参の場合：日向市役所 職員課（本庁舎２階２番窓口）へ提出してください。

受付時間：平日午前 8時 45 分から午後 4時 30 分まで（土・日・祝日を除く）

郵送の場合：封筒の表に「会計年度任用職員受験申込」と朱書きしてください。

≪７．合格から採用まで≫

① 受験資格に掲げる資格等を取得見込みの方が、資格を取得できなかった場合などには採用さ

れません。また、受験資格がないことが明らかになった場合、虚偽の申告等が明らかになっ

た場合には、合格を取り消す場合があります。

② 採用の日から１か月間は条件付き採用期間となります。

（１か月の勤務日数が１５日に満たない場合は、その日数に達するまで延長します。）

送付先：〒883-8555 日向市本町 10 番 5号

日向市役所 総務部 職員課 人事研修係



≪８．採用後の再度の任用≫

令和８年度の日向市会計年度任用職員として採用され、人事評価等によって勤務成績が良好で

あれば、公募によらない選考を経て、翌年度の会計年度任用職員として最大２回、同一職に再度

任用されることがあります（例：令和８年度の採用者の場合、令和１０年度まで再度任用される

こと）。ただし、機構改革や人員配置の見直し等によりその職（配置先）が廃止になった場合等

はこの限りではありません。

≪９．その他≫

採用とならなかった方の申込書は会計年度末（令和９年３月３１日）まで職員課で保管し、会計

年度任用職員の「随時公募の応募者」として登録させていただきます。

また、人員配置の都合等により、急きょ年度途中で会計年度任用職員を必要とする場合があり

ますので、募集期間経過後も会計年度任用職員の申し込みは随時受付いたします。

詳しくは下記までお問い合わせください。

［問い合わせ先］

〒883-8555 日向市本町 10 番 5 号

日向市役所 総務部 職員課 人事研修係

℡ 0982－66－1014


